


「短時間勤務制度」は、育児などの事情がある人が、通常より短い時間で働ける制度です。

法律（育児・介護休業法）によって、一定の条件を満たす人が希望すれば、原則として1日

の労働時間を6時間にできる仕組みが整えられています。

会社によっては、さらに独自のルールや制度を用意しているところもあります。


















